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＇ ． これからの教育委員会に求められるものj

座談会

これからの教育委員会に求められるもの

■出席者 小川

木田

國分

正人（東京大学教授）

宏（新国立劇場運営財団理事長）

正明（日本芸術文化振興会理事長，
東京都教育委員会委員）

佐々木初朗（盛岡市教育委員会教育長）

鈴木 忠志（演出家，劇団SCOT主宰）

■司 会 1徳永 保（文部省教育助成局地方課長）

徳永 本日は，御多用中にもかかわらずお集ま

リいただき，誠にありがとうございます。本年

は教育委員会制度が発足をして以来， 50年に当

たる大きな節目の年です。そこで，本日は教育

委員会とのかかわりの深い 5人の方々にお集ま

りいただきまして，「これからの教育委員会に求

められるもの」というテーマで，これまでの教＇ 育委貝会の歩みを振り返りつつ， 21世紀に向け

た地方教育行政の在り方，これから教育委員会

が果たすべき役割について御論議をいただき，

多くの関係者の参考にさせていただければと考

えております。

地方教育行政の在り方につきましては，去る

9月2i日に中央教育審議会から答申が出されま

した。皆様からお話をいただく前に私の方から

この中央教育審議会の答申の主なポイントを御

紹介したいと存じます。

まず， 1点目としましては，教育改革を進め

ていく，具体的には，学校教育の改革を進めて

いくための学校運営の在り方，あるいは教育委

員会と学校との関係の在り方の見直しです。 2

点目は，現在政府全体で取り組んでおります地

方分権の推進を踏まえて，教育行政における国，

都道府県，そして市町村の役割分担を見直すと

いうことです。 3点目としては，地域の教育力

の向上，地域コミュニティの育成，あるいは地

域の振興に教育委員会が十分その役割を果たす

べきであるということであります。特に地域の

教育力の向上ということについては，各地域の

中で学校相互の連携，学校と他の教育機関との

連携，あるいは様々な地域における自発的な活

動を支援し，それらと学校等の公的な教育機関

.
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木田 宏氏

の活力を融合させていくことが教育委員会の新

しい役割であるとしております。

また， 3点目に関連して，従来ともすれば，

教育行政に限らず行政というものが，意思決定

の上でも施策を実施する上でも，主として行政

当事者や関係者によって行われてきたことに対

して，教育行政，学校運営に地域住民の積極的

な参画意向反映と1協力を求めてい〈ことも提

言されております。これが今回の中教審答申の

主たるポイントであろうかと思います。

今，申し上げましたような地域コミュニティ

の育成，地域振興，あるいは地域の教育力の向

上ということにつきましては，住民にとっては

一番身近な地方公共団体である市町村か担うべ

き部分が非常に大きいと思います。そこでまず

はじめに，市町村教育委員会に関しまして，皆
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様からいろいろお話を伺いたいと思います。本

日この座談会に御出席いただいた木田理事長は，

創設当初から教育委員会制度に深くかかわって

こられておりますし，特に現在の教育委員会

制度の基本となっている昭和31年の地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（地敦行法）の

制定については，地方課長として直按携わって

もおられますので，市町村教育委員会の意義，

役割についてお話を伺えればと思います。

教育委員会制度創設の経緯

木田 戦後の色々な教育改革の中で，学校制度

の改革，例えば 6 • 3制の導入などは，戦前か

らの連続性をもっており，おのずから行くべき

方向へそのまま流れていったと思いますc しか

し戦前の流れと違ったのは，教育行政のシステ

ム，つまり教育委員会制度を作るということで，

これについては 日本の敦育行政の分断化につ

なかるとして，当初は教育関係者が強く反対し

たわけです。しかし，最終的には連合国軍から，

制度のパターンが示されて，そ九を法律にする

ということになりました。それが昭和23年に制

教委貝会で否決された。そして，否決されたま の合併した，新規に入ってきた学校の学力水準

度衆議院が1府散さ訊，総選挙が実施されるとい を上げることができるか相談に栞ってくれ」と

うことになり，いわば時間切れで，昭和27年に いう話でした。地域の子供のことについて，こ

全国の市町村に教育委員会を置くということに 九たけ真剣に考えてくれる人が数少ないとはい

なりましたc え出てきている市町村の教育委員会をな〈して

そして，昭和27年から 1期 4年の教育委員の しまって，県だけでよいというのはいけない。

任期が終わる31年，何とかここで教育委員会制 どこまで実験ができるか頑張なけ九ばならない

度を日本の実情に合ったものにしなければとい というのが担当課長としての当時の私の気持で

う1時期に，私はたまたま担当課長になりました。 した。

実はそれ以前に私は千葉県の教育委員会に出 これは省内でもあまり賛成はされなかったし，

向し，実際に勤務をしていた経験があります。 それから各省と折衝すると，「それはおかしい。

敦育委員会か設置されていたところでは，立派 今まであれはいかんと言ってきたのを，おまえ

な教育長さんがいていい仕事をされているとい が頑張るという法はないじゃないか」と言って

うのが実感でしたが，敦育委員会がない市町村 えらい問題になった。しかしそのときに，やは

は就学通知だけを出して，後は学校にお任せと り出来てしまった法律の強さといいますか，こ

いう実態だったと思います。

そういう経験をして，そして昭和31年に教育

委員会制度をどういうふうにするのかというこ

とを自分なりに考えたときに， 27年からたった

4年間だけで市町村の教育委員会を無くしてし
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してお＼ヽたほうがいいのではないかと考えたの

定された教育委員会法です。 ですc，また文部省へ帰ってから，岸和田市の教

昭和25年頃から，私は教育委員会制度の改正 ＼ 育委員会から「学校か全部焼けて教材が何もな

に関係していたのですか，昭和27年いよいよ日 くなった，せめて動物園，植物園をつくって，

本が独立する，また，教育委員会制度か全面実 動植物というのはこういうものだということを

施されるという状況の中で，何とかこれをもう 市内の学校の子供たちに見せたい」という話を

少し日本の実情に合ったものにしようというこ 聞きました。こ礼にはぴっくりしましたね。県

とになりました。そこで，省を挙げて研究を始 ： にいるときにもこんな話は聞いたことがない。

めたわけです。しかし，もう少し本格的な艤輪 さらに野田市の教育委員さんからこんな話を

をしたいということで，教育委員会の全面設置 聞きました。「大きな合併があって野田市になっ

を延期する法案を提案しました。その法案が参 てはみたが，もとからある旧野田町の小学校と

議院は全会一致で通ったのですが，衆識院の文 ， 周辺の学校と相当学力が違う。どうしたら，こ

れは自分がどう思わうと，法律に沿って事柄が

動いていくわけですね。ですから私は，絶対に

市町村の教育委員会は無くさないということで

冦張った。

それで，今の現行の地教行法の原案をそのま

ま押し通したんです。そういう経験があって，

地域の学校のことは地域の責任者が基本的には

責任を持つようにしていいんだというふうに思

っています。

しかし．，関係者の意識は必ずしもそうではな

いのです。だから県の方からは，「県費負担教職

員の人事を行うのに市町村の教育委貝会の内申

を待てとは何ごとだ，こんな邪魔なものを作っ

てくれて」というような意見が出ますし，一方

では人事にとんでもない関心の持ち方をして，

困っちゃうんですね。しかし，「おらが村の学校」

という理念と意識は， 今の法律にも貫かれてい

ます。
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地教行法の制定で大き〈変わったことの一つ

は，教職員の人事権です。教育委員会法の時代

には，教職員の人事櫂か市町村にあったわけて

すがそれを改めて，俸給は県で負担しているの

だから，この人事櫂だけは県に持たせなけ礼は

おさまりかつかないなと考えて，市町村の内申

を待って県が行使するというように持っていっ

た。これは現在も大体当初の予定のとおりに円

滑に動いていると思います。

徳永 今日御出席の佐々木教育長さんは，現に

盛岡市で教育行政を担当していらっしゃいます

けれども，教育長の目から御覧になって，市町

村の教育委員会が，学校教育だけではなく，杜

会教育，文化振興などに様々に果たしてきた役

割をどのように考えていますか。

教育委員会の地域への係わり

佐々木今，お話がありましたように，地方で

は，おらが学校という意識が極めて強力です。

今でももちろんそうです。ですから市町村の教

育委員会が活性化しないと言われてきておりま

すのは，ちょっとおらが学校の意識とは矛盾す

るのではないかと言われるかもしれませんが，

戦後50年間に渡って教育行政が展開されてきた

中で，社会の方の動きのテンポか速くなりまし

て，各地方の教育行政それ自体がその動きに追

いついていけない，そのスピードに追いつかな

いという面もあるのではないかなと思っていま

す。それは教育行政だけでなく，学校教育も同

じではないかと思っているのですが。

また，地域コミュニティの育成とか，地域の

振興，地域と学校教育がどうかかわっていくか

ということになりますと，確かに学校の方では

1 8 
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今， 自分たちの学校の仕事で精いっぱいで，地

域とのかかわりは必ずしも十分でないのであり

ます。しかし地域の方がどんどん進んでいるも

のですから，何とか地域と学校とをつなげてい

かなければならないというのか，これからの課

題であろうと思います。

地域との連携の問題については，市町村の教

育委員会は杜会教育を通じて積極的にやってき

ています。成果も，そilぞれの市町村の段階で

は上げていると思っています。ただ，地域コミ

ュニティに教育委員会がどうかかわっていくか

という課題については，市長部局との連携，こ

れをいかに教育委員会がかみ合わせていくかに

よって，だいぶ成果に違いが出て〈るのではな

かろうかと思います。逆に言えば，地域コミュ

ニティの振興を教育委員会だけで取り組むこと

についてはなかなか難しい面があるのではない

かなと思います。

徳永 教育委員会の役割の中には学校教育だけ

ではなくて，文化。芸術，あるいはスポーツの

振興というように，大変広い分野かあります

地域文化の振興につきまして，今，佐々木教： 9 
長さんの方からお話がありましたように，敦育

委員会だけとか，あるいは市長部局だけとかと

いうことではなくて，それぞれが連携しなから

全体として地方の行政がどのような役割を呆た

していくべきなのか，あるいはこれまて地域の

文化の振興について，行政がどんな役割を果た

してきたのかということについてお話を伺いた

いと存します。鈴木先生は富山県を拠点の一つ

として御活躍されているほか，茨城県の水戸芸

術誼ACM劇場の芸術総監督を努められ，現在

でも静岡県の舞台芸術センターの芸術総監督に

枕仔されており，大変地域的な文化活動に御造

晶御経験が深いわけですが，鈴木先生の目か

ら御覧にな，って，池域の文化捩興における教育

委只会，地方教育行政の役割について，お話を

い心だけれは~と思います。

地域の文化振興の現状と問題点

鈴木私が今まで取り組んできたことについて

触れなから，お話をさせていただきたいと思ま

す。今地域には，学校，病院，劇楊，スポーツ

施設などの施設かありますが，これは地域のコ

ミュニティか形成されていくときには一番重要

なものだというふうに考えています。もちろん

昔は宗教施設のようなものかあったと思います

けれとも，今はその中でも劇場といフのがすご

＇：大切てはないかと思います。特に公共レベル

ての劇場は芸術作品の鑑賞の楊としてとらえる

のでなく，例えば病院の医療活動や，学校の教

育活動と同様の教育から医療とか，就労，そう

いうものを含んだ，文化活動の場だというよう

にとらえないといけないと思いますね。民間の

劇場などの場合は，完結した芸術作品が展示さ

れる場としてのいわは美術館のような刺場があ

っていいと思いますが，公共レベルの場合は，

芸術作品が観賞される場としてだけで劇楊をと

らえてはいけないということです。先はど木田

さんか「おらが村の学校」という考え方を言わ

才したんだけ礼ども，今， どこの市町村へ行って

も，「おらか町の劇場」といって誇りに思ってい

る市町村はないのです。そして，私はそれを解

決するには 4つほどの問題点があると考えてお

りまして，そのことを文化庁の文化政策推進委

員会や， 自治省の関係会議でも言ってきました。

鈴木忠志氏

例えば，今劇場は地方自治法244条にいわれて

いる，公の施設という位置づけになっています。

これには，「第 2項 普通地方公共団体は，正当

な琲由がない限り，住民が公の施設を利用する

ことを拒んではならない。第 3項普通地方公

共団体は，住民か公の施設を利用することにつ

いて，不当な差別的取扱いをしてはならない」

と書いてあるんですね。この解釈が地方では，

劇場は貸し施設だということになり， また，だ

れにでも貸さなければいけないということにな

るんです。そうしますと，ある専門集団とか専

門家が長期使用をしたい，そしてそこで教育事

業をしたい，それから鑑賞啓発活動をしたい

といっても， まずできない。そういう特定の団

体，専門家集団が優先使用，独占使用はできな

いとされてしまうんですね。

9 i 
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それで，この公の施設という位置づけを何と

かしてくれと，我々はずっと主張してきたんで

すね。そうするとそれは運用で対応しょうと，

こういう話なんです。連用というのは非常にい

いんですが，それはまた主観的なものなんで，

担当官の態度に左右されてしまう。

もう 1つ，地方では，劇場について，例えば

オペラとか，歌手とか，演劇入という専門集団

の活動の場であるという概念がほとんどないん

ですね。ですから稽古場も必要ないし，長期の

舞台稽古も必要ないとさ机てしまう。そもそも

今日の日本では，劇場という概念自体かほとん

ど成立していないんですね。それで単純に貸し

施設として，派手な，画ー的な，立派なものを

建ててしまうため，施設のメンテナンスの費用

か財政を圧迫してしまいます。それからもう 1

っ，劇場に関していいますと，稽古の過程，作

品を発表する過程，それから衣装を作ったり照

明をやるという過程を市民が見ない限り，出来

上がった作品だけ見ても，演劇活動とか舞台芸

術というのは正当な理解に到達しないと思いま

す。演劇活動，舞台芸術は，実際にその結果を

見て，知識だけ敦えてもだめなので，そのプロ

セス自体，つまり郷台芸術というのは身体知と

か身体的な経験の伝承であり，それをどう見る

かということの教育ですから，非常に長い時間

が必要です。ですから， どうやって住民を巻き

込んでいくかということが同時に行わ訊ない限

り，公共性というレベルに入っていかないんで

す。ところか例えば，東京の劇団が来たとしま

す。住民か舞台稽古を見たいといっても，劇団

に貸しているからという理由でそういった住民

の要望はホールの側から断られちゃうんですね。
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住民のための公共ホールなんだから，当然，何

時に行っても後ろ 2~ 3列は邪麿にならないか

ら住民に見させてあげたらとうだというような

ことも成立しないんです。

それで私は，専門官か必要だと思うんですc

このレベルになったら住民に公開しない限り貸

さないというような判断とか， このレベルは確

かに一般の人が入ってくると芸術家は嫌がるだ

ろうから見せなくて＼ヽいじゃないかとか，そう

いうようなことを判断てきる専門官を入れたら

どうだと。それから，住民の中で，例えば照明

を見たり，衣装を見て，あの衣装をどう作るか

知りたいというような要望が生じた時に適切に

対応できるよう，予算の執行櫂なり人事権を劇

場に一定程度与えて，地域住民に教えるような

システムを創らなけオしば，劇場か学校や病院と

同じようにならないのではないかというのが，

私の説です。

そういう意味て，私は教育委員会なり文部省

なりが，劇場という概念をはっきりさせてもら

いたいと思うんですc こういうものでなければ

劇楊と認定しない，今の公の施設というのは，

高度な集会場であると。あるいはその集会場の

中にも劇場として認定して専門家を雇いなさい，

あるいは予算というものは，一般会計がこ訊ぐ

らいの自治体であればこの程度の予算措置とい

うのは当然すべきじゃないかというような，そ

ういう劇場というものに対する国民のコンセン

サスというか，認識がないと，非常にまずいと

思います。これをだれかリートしてくれるのか。

そこで私は，学校・病院と同じように，おらが

村の劇場というようなものについて，教育委員

会か頑張って取り紺んでいただくと大変ありが

’ 

応しヽ なと思＼ヽ ます。

教育委員会の新しい役割

国分最初に木田先生から発足当時の考え方の

詔介かあって，こ札と地方教育行政の在り方に

ついての中教審の答申とを，照らし合わせてみ

ると，教育委員会制度の基本構造というものは，

今振り返って見ると非常によ（出来た仕組みた

と思しヽ ます。

たた，問題は制度自体ではなくて，むしろそ

れを運用する立場，あるいはそれを運用する人

の意識というものについていろいろ議論があっ

て，それを何とかしなければならないというこ

とから，中教審の提言になった。

たた，先ほど佐々木教育長さんがおっしゃっ

たように，世の中かだいぶ急激に動いてきてい

ることから，発足当時に要求されていた市町村

教育委員会の役割と，今日要諸されている役割

というものが大彦〈変わってきていると思いま

す。戦後間もない頃は，市町村は，地域住民に

勉強してもらわなければという使命感を持って，

社会教育事業，芸術・文化活動，スポーツ活動

を主催するといっ主催者でした。そ九は与える

という形での，今日でいう生涯学習活動という

よりも杜会敦育活動だったろうと思います。と

ころか現在では，地域住民自体が自ら学ふ，与

えられるのではなくて求めるというように変化

か生じてきている。そうなると，市町村教育委

員会は地域住民の学習活動，芸術・文化活動，

スポーツ活動などの幅広い分野にかかわってい

〈ことが強く求められるようになってきている。

また，地域住民などによる自主的なグループや

民間の敦育事業なと様 9'さな組織ができている。

そういうものをどうコーディネートしていくか

という役割も要請されてきていると思います。

それから，行政というものも，従来の農林漁

業行政なり福祉行政なり何なりでも，命令一下

こうなるんだというようにやっていればよかっ

た。しかし，今やそうではなくて，色々な行政

を進めるに当たっては，住民に十分理解しても

らって，そして施策を進めないとうま〈展開し

ないという時代になっているわけです。そうな

ると当然それぞれの行政が，いわゆる生涯学習

的な檬能というものをあわせ持たさるを得なく

なってきている。つまり，教育委員会だけが担

当するということではなくて，あらゆる行政分

野で生涯学留的な機能を発揮することが要請さ

れてきていると思います。実際のところも，佐々

木教育長さんかおっしゃったように，教育委員

会だけではやれない。したがって首長部局と十

分連携して，仕事を進めていかなければならな

いというように変わってきているんだろうと思

うんです。また，現実に変わらなければいけな

Vヽ

゜
先ほど鈴木さんからお話があったように，お

らが村の劇場というのも，やはり従来は行政か

与えていたのを，逆に昨今では，行政は施設を

建てるだけで，後はそれぞれ使ってくださいど

いう極端な形になってしまい，そこにおらか村

の文化政策をどうするかという意識かなく，そ

このところで問題が生じていると私は伺ったん

ですけれどもね。

木田 鈴木さんが提示されたのは大変本質的な

問題だと思います。劇場が「おらか村の創場」

になっていないということであれば，真に学校

か「おらの村の学校」になっているかと必ずし

11 
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小 川正人氏

もそうではないんです。建物は「おらが村の学

校」ですが，教育はどこかで誰かがやっている

という受け止め方ですよ。ですから，例えてい

うならば，やっている芝居がどこのものだかよ

くわからないというのは，学校の場合も同じな

んですよ。それをもう少しおらが村に引き寄せ

るためには個々の学校の問題だけではなくて，

教育行政の在り方，地方教育行政制度，更に地

方自治制度というものにも関係してくる事柄だ

と思います。

その一方で， また逆のようなことを申します

と，市町村に教育研究所がかなりできています。

今の子供が家庭内で暴力を起こすとか，学校へ

行かないとかいうような問題に対して，一番早

〈市町村が敏感に対応したのです。学校へは行

きにくい，学校の先生に相談したら，これはち

I~：育委員会月報 10.11

よっと困ったことも起きる。そこで，学校では 役割とか機能は新しい形でますます求められる

ない教育研究所というのをつくって，児童相談i てすから今回の中教審の答申は，そうした分 ようになると考えています。

を始めた。これが今日の登校拒否なとに関する i 椛的な法制的仕組みについて見直すということ 学校への櫂限委設，学校の自律性の確立の延

カウンセリングの始まりなんです。その意味で［ てはなくであ〈まで実務執行上の行政機能的 長線上で，市町村教育委貝会の役割を縮小すべ

は，必要に応して市町村か早く動いているとい］ なレベ，｝i.ての集権的な仕組みを見直；；とうという きだというような誡論の 1つの論拠となってい

う実態もあることは理解しています。 ！ ことが日的ではなかったかと思いますC ではな るのは，ィキリスにおける保守党政権のもとで

ですから，基本的には関係者の意識の問題で，； サ行政実粉的あるいは行政槻能的な関係か集権 の1988年法です。そのイキリスの1988年法は，

「おらが村の学校」をどこまで実現していくか，．的だと言われてきたのかというと，いわゆる55 地方敦育当局 (LEA), つまり日本でいう教育

そのためには何か必要かということを地域か自 ！ 年体制のような政治状況の問題とか，市町村の 委員会に相当ずる機関の楡限を縮小して，人事，

覚してくれなければいけない。子供の問題が起§ 専門的な事務処理体制の不十分さ等があって， 財源，カリキュラム関係の権限を大幅に学校に

きたら，まだ，国も県も知らん顔をしていると i 国や都道府県が何らかの基準を設定し指導，助 委談することを進めました。学校の自律性の拡

きに，教育研究所のようなものか市町村にでき ［ 言を行うことが強く要請されてきた。そうした 大を軸にして，学校改革を進めていき， LEA

ちゃっているということもありますから，私は ［ 理由で本来分櫂的であるはずの法制度のもとで， は縮小すべきだし，解体すべきだという考え方

公立学校を取り巻く現行の教育委員会制度や教［ 行政執行の面で集権的な様相が生まれてきたと です。

育行財政制度は，今後とも結構機能していくの ［ いうところが実相ではないかと考えています。 しかし，最近，イギリスでは地域の学校の発

ではないかと思います。

教育委員会の新しい役割ーイギリスの例

小川 私からは，主体的な教育行政の展開とい

うような問題に絡めて話をさせていただこうと

思います。その前に，今回の中教審答申の趣旨

やねらいは何であるかということについて，冒

頸に徳永課長さんからも説明がありましたけれ

ども，更に詳しく述べたいと思います。

国分先生からもお話がありましたが，今回の

中教審の提言は基本的には法制度的な関係の見

直しということではなかったと思います。国と

地方の関係と言った場合には，法制度的な，法

に基づく櫂限関係という側面と，実務執行上の

レベルでの関係，行政機能的な関係という二つ

の側面があるわけですが，法制度的な関係につ

いては，現行の文部省設置法や地教行法を見て

い〈と，基本的には分権的な仕組みであるのは

現場により近いところか自己責任を持ちながら，

地域の要望に的確・敏速に対応つつ，教育行政

や学校の運営を進めていく観点から，行政執行

上の仕組みを見直し，運用についても見直しを

図っていこうということが中教審答申の趣旨で

あると理解しています。

また，今後の主体的な教育行政の展開につい

て，今回の答申の目玉の 1つは，国・地方の関

係の見直しということと教育委員会と学校の憶

限閏係を見直して，学校への櫂限委訣を進め，

学校の自主性・自律性の確立を図るということ

だと思います。しかし，学校への櫂限委誤，学

校の自律性の強化ということをとらえて，その

ことか，あたかも市町村教育委員会の役割を縮

小させるへきだという見鰯として，一部から聞

こえ始めているんです。だか，それはちょっと

逃うと考えています。学校への櫂限委設とか学

校の自律性の強化により，市町村教育委員会の

展にとって． LEAの果たすべき役割が再認織

されはじめているという話が耳に入ってきます。

今の労働党政楕のもとで， LEAの呆たすべき

役割への期待は大きく分けて 3つくらいあるよ

うです。 1つは，各学校における教育実践活動

についての目標設定をサポートするための様々

な情報提供を行うという助言的な役割。 2つ目

には，各学校が新しい課題にチャレンジしてい

くための支援を行う役割。そ九は，例えば，全

国の色々な実践事業を紹介するとか，困難校へ

の重点的なサービス，サポートを行うとかとい

うような，学校改善に向けての様々な専門的サ

ービスを提供するということです。また，各学

校への権限委誤による自己責任の拡大について

は，一方で，やはりどこかでチェソタしなけれ

ばいけないということになります。そういう点

でLEAか，学校改善に対する評価的な役割を

果たしていくということです。これが 3つ目の

認
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役割です。各学校が特色ある学校つ〈りに取り

組む場合，それが全国ないしは他の学校と比較

してどうなのかという，比較分析にかかわるよ

うなデータを LEAか出すとか，あるいは地域

住民の関心とか保護者の関心などを LEAが

樟々に調査して，そのデータを各学校に提供す

るとか， LEAに今新しい役割が求められ始め

てきているらしいんです。

今後， 日本で，各学校への権限委譲とか学校

の自律性の確立ということで様々な取組が動き

始めてくると思いますか，市町村教育委員会が

各学校の改善やチャレンジを促すためにどのよ

うな役割を担ってい〈かを考える際には，今紹

介したような LEAの動きはかなり参考になる

のではないのかなと忌っております。

学校の負担軽減の必要性

木田 今の小川先生のお話のうち，地方教育当

局が学校の支援をしてい〈ということについて

は，私も同感です。学校の事務的な負担をいか

にして軽減するか，あるいは効率的に処理して

いくかということは，学校の運営を適正にする

ためにかなり大事なことなのです。現在，子ど

もの数の減少に伴い規模の小さい学校か多くな

ってきていますが， 1学年 1学級の小規模な小

学校や中学校か，今のような形で学校事務の処

理を続けていくことは問題だと思います。

このことについての基本的な問題点として，

給与を都道府県が負担しているのはいいか，給

与の支給事務を全部県の教育事務所と学校の事

務職員でやっているということがあると思いま

す。とにか〈，学校というものをある面ではも

う少し身軽にしてやらなければと思います。今

1 14 
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のような小さい学校に，事務を全部おろしてい

〈というのは，改善する必要があると思います

かとうでしょうか。

学校の負担軽減と教育委員会の事務処理

体制

佐々木 例が適切かどうかわかりませんが，市

内の学校に他の町村から転勤で来られる校長先

生方の中には，市立学校であるのに学校のこと

はすべて県がやるものだという意識がてきあか

っている方もいます。ですから，本来県の教育

委員会が櫂限をもっている県費負担教職員の人

事だけではな〈，学校の予算や事務に関するこ

と，あるいは服務に関する問題についても，設

置管理者である市の教育委員会を通り越して，

すぐに県の教育委員会や教育事務所に相談に行

ーってしまう校長先生かいるのはたいへん残念だ

と思います。こういう傾向か町村立の学校に勤

務していた校長先生に比較的多く見受けられる

先はどの芸術文化活動にしろ， スポーツ活動に

しろ，学校が一々やらないで，地域の色々な活

動に任せて，必要があれば学校の単位として認

めるというような工夫をすることによって，学

校がもう少し身軽になることが必要ではないで

すか。そしてそのことによって，市町村レベル

でのそうした様々な活動が，それは何も公の活

動てなくていいので，良の活動でいいと思うん

ですか，それらが両々相まって活発になってい

〈のは好ましいことだと思うんてす。学校は，

忙しい忙しいと言いつつも，そういうことはな

かなか離さないんてすね。その辺はやはり意識

改革が必要じゃないかなと思いますね。

先はど小川先生がおっしゃったことに関連し

て申し上げたいのですか，国から県，県から市

町村，市町村から学校，あるいは地域というよ

うに櫂限委誤なり，ウエートなりか移ってい（：

という大きな流訊があるわけです。従ってこ汎

カらは，学校は県や市町村の指導に従っていれ

ということは，やはり小さい町村になれば教育 ばいい，市町村は県なり国の指導に従っていれ

委員会や学校の事務処理体制があまり整俯されt は無難に過ごせる，そこでもって判断を停止し

ていないので，すべて教育事務所の方に持って＇ てやっているというわけにはいかな〈なります。

行くというような意織が生まれやすいのではな 今度は自分が判断し~，•その結果は自分が責任を

いかと思います。

管理から支援ヘ

國分今度の中教審の答申でも，学校事務の合

理化，共同処理等々のことがだいぶ言われてい

ますが，事務だけでなくて，要するに学校に持

ち込んでくるものが多過ぎるわけですからね，

あらゆるものが来る c それから，持ち込人でこ

られるだけでなくて，学校が逆に離さないとい

うものがあるんだろうと思うんですC 例えば，

負うということですから，基本的には自己責任

カ非常に大きくなっていくだろうと思うんてす

ねc それとの関連て，市町村の権限が学校に行

ってしまうから市町村の役割がなくなるかとい

うと，そうてはありません。例えば，学校との

関係で言えは，今まで管理したり指導していた

ことか，今度は支援するということになるわけ

ですね。それから杜会教育活動，文化活動につ

いて言えば，教育委員会が直接実施していたの

を，これからは支援する形になってきます。し

--ベマ唸宍笠ふ^ 9 、ヽ-~c,忌心ぐ勺一

國分正明氏

かし，この支援というのは，かなり難しいこと

だと思うんですよ。鈴木先生の舞台芸術でも，

役者さんもまあ楽ではないでしょうけれども，

やはり照明や音響や舞台監督など，舞台裏で支

えている人たちの役割というのは非常に大きい

わけです。むしろ自分でやっているほうが楽な

位で，役者が見栄えがするように支えるという

ことは，大変難しいことですから，市町村教育

委員会はむしろ今までより難しい仕事をやらな

ければならないど私は思いますc

佐々木 市町村の教育委員会は，学校か色々な

取組を進めようとしたときに，それを受け止め

て，度量を大きくして対応していかなければな

りません。それから校長先生たちは， リーター—

シ，,7゚ ＇と発揮して自ら色々と考えなければなり

ません。自分の学校や地域子供のことはもち

訪
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ろん，職員のこと， PTAや地域のことをいつ

も校長先生は考えなければいけない。だからこ

れからは，生徒と一緒に校長先生も自ら考える，

いわゆる「生きる力」ですか，それは先生も生

徒も一緒です。

木田 日本の教育委員会制度は学校だけじゃな

いというところにもかなり大きな責任かあるん

ですよ。子どもの教育だけではなく，地域の住

民の社会教育や生涯学習，更には文化，スボー

ツまで守備範囲としているわけなんですね。そ

の意識をどういうふうに関係者に持ってもらっ

てうまくやるか。イギリスの LEAとかアメリ

カのボード・オブ、エデュケーションというの

は，学校だけだから非常にシンプルなんてす。

しかし日本の場合は，大人を相手にした，民

間教育事業から何からひっ〈るめて， どう対応

するのかという課題が教育委員会にはあるんで

す。これについては，昭和31年の教育委員会制

度の改正のときに，学校教育以外は市町村長の

担当にすべきではないかという意見が出された

のてす。そこは読論を重ねた上で今のようにな

っているのですけれど，肝心の教育委員会の側

に十分な意識がないんです。だから最近は，芸

術・文化は，文化財保護を除いてはみんな市長

部局の方でやらせてくれという話が出る。とこ

ろが市長部局が担当したとしても，地方公共団

体自体に芸術・文化の内容をどうしていくのか

ということについての関心が低〈，一生懸命施

設を整備した後は，それを公平に提供しますと

いうことだけに終始してしまう。これでは，真

の文化振興ということにはつながらないと思い

ます。

徳永 お話を聞いていますと，学校に限らず，
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制場など一種の専門的な機関に対して， 自律I生 l メリカとかフランスの例を参考にして色々な活

を与えるという御意見が出されました。そして，［ 動を地方でやってきたんです。それて，つくづ

このことは中教審の答申でも提言されています。［ ＜思ったのは，オペラ歌手とか演劇人とかグン

その一方で，公の施設，これは使用上の制約が ！ サーというのは，教師としてはありますか，そ

あるような地方自治法上の公の施設というより i iLI句体の職業としては，一定の規模の都会以外

も，税金で運営をしている，公財政で連用して ［ ては日本では成立していをいんてすね。こ紅ら

いるという意味での公の施設ですが，その運営 ［ 以外のほとんどの職業は東京にあれは，東京以

については住民に対して十分説明をし， また責， 外の地域にも在存するんですよ。ところか，舞

任をとるということが求められていると思いま 3 台芸術の職業は成立していないんですね。

す。そうすると，闊楊であるから，学校である ［ 職業として成立しないということはどういう

から，病院であるから， というように専門的な ］ ことかといっと，要するに婢台芸術が生活の中

機関であるからといって，住民に説明できない，： に定藩していないんですね。つまり，地方には，

住民に責任をとれない，専門家任せでいいとい ： 硯念として芸術かあるだけなんです。観念とし

うことは，適切ではないと思います。そこで今 で ての芸術なので，やはり具体的な入搭かその芸

回，中教審の答申の中で住民に対して十分説明 K 術を背負っているというようには地方の人に

をすることとか，あるいは評価をしてい〈んだ は結びつけて考えにくいんですよ。ですから，

というようなことが打ち出されたのだと思いま ［ 東京から来た劇団が 3日〈らい公滅をやります

す。私自身の経験からいっても，例えば，市の

音楽ホールの音楽監督が現代音楽が大好き

現代音楽ばかりやるわけですね。そうすると，

と．公演を見に行きますが，それを芸術作品だ

と受け止めるのですね。その芸術を背負ってい

るのは，こういう人間です，職業として錬磨し，

市民の一部には，あれだけの経費を使って市民ユ 鍛錬し，そして現在がある。ここに 1人の人間

には還元しないのかという意見が強く出された 9の生き方かあるのだといっ受け止め方にはなら

ことがありました。今後はそういう専門性と， ないんですよ。地域の住民が，そういう舞台芸

住民に対してきちんと説萌をして，活動を評価 術を見る場合，これも 1つの立派な生き方だ，

していく必要性と，それをどうやって同立して

いくのかということが，大きな課題の一つとな

るのではないかと思いますが，いかかでしょう

か。

地域における文化振興の在り方

鈴木僕は，文化を消費する市楊としての東京

というのはあると思いますが，文化を生み出す

工場としては東京は適切じゃないと思って，ア

その入はやっぱり精神的にも立派だし人格的に

もすはらしいという証明かあった上で，前衛で

あったり，そのすはらしいものがなければ，そ

れは本来説得力を持たないんですね。

ですから， ともか〈舞台芸術のプロセスをど

うやって公開するのか， どう住民に見させるの

かという観点からの演出が必要だ思います。そ

してそのことか舞台芸術や新しい芸術活動が

祉の中に浸透していく場合の重要なポイントで

あって，プロセスを見せること自体が人間教育

なんだというふうに発想をちょっと切りかえな

いといけない。そうしないて，結果としての作

品を見せていけば，そ札だけで，教養も高まり

感性も豊かになるというのはうそだと最近は思

っているんですがね。ですから，地方課長さん

の紹介さ礼たお話も，そこのところが欠落して

いるんだと思います。

木田 地方にも薪能だとか民話だとか，色々な

文化を大事にしようという動きは現にあるんで

すね。私は市川市に住んでいますけれども，市

川市の教育委員会がまとめた，市内に伝えられ

ている民話を集めた本があるんです。色々な民

話を学校の先生などの協力を得て集めて，この

地域には昔こういうことがあったという物語を

一冊の本にしてくれている。これは読んでおも

しろいんです。ああ，今住んでいるところは昔

はこうだったかというようなことかわかる。そ

こまでは，教育委員会も現に仕事をしてくれて

いるわけですが，一気にオペラのアリアを聞か

せるというところまでの飛躍はなかなか難しい

んじゃないでしょうか。

先日，大岡信さんの，「なぜ日本の短歌は短い

か，俳句は短くて句になっているか」という話

を聞いたんです。その中に出てきたのは， 日本

は世界のどこと比べても短詞型文学に親しんで

いる入口が多いということです。これは大変な

生活文化なんです。芸術文化活動の素地はある

のです。ですから，そういう素地に立って，市

民の間に芸術文比活動に親しむという意識を育

てていかなければならないと思います。これは

ちょっと時間がかかりますかね。

鈴木 僕はジュリアード音楽院で 3年問教えた
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＇ 座＿談―会 • これからの教育委員会に求められるもの

経験があります。あそこは音楽で有名ですけれ

ども，演劇科もダンス科もあります。その時に

思いましたが， 日本の伝統は歌舞伎だとか能だ

とか相撲だとかいっていますけれども，今後例

えば， 日本人が英語をマスターしていく，それ

から外国人が歌舞伎の所作を身につけたりすれ

ば，聴衆が英語を理解できるとするならば， 日

本の役者のほうが劣るかもしれない，違ったも

のだけれども，こっちの方がいいという時代が

来るという気がちょっとするんです。仮に日本

人の観客が英語がわかるようになったらという

話ですけれどもね。

つまり，アメリカ人が歌舞伎の所作を徹底的

に分析して，組み立ててきて，英語の歌舞伎を

やり出すとします。そのときに日本の観客が，

日本語の歌舞伎のほうがすばらしいと言えるか

どうかということです。「日本の文化はすばらし

いんだ」というための防波堤は何なんだという

ことを考えるんですね。

どこが防波堤だというと，やはり私は人間の

全体性だという考えにもう一回戻る以外にない

と思うんです。人格であるとか，伝統的な文化

などで築かれた五感ですね，五感のバランスが

良くて，感性豊かであるとか，そういうような

人間の全体性というものを無視して，結果だけ

で物事を評価することはできないし，それを無

視した文化の普遍性というものはないのだとい

う考え方で防波堤を築く以外にないと思います。

こうした感覚を東京で養うことは， もう私は

出来ない気がしますね。つまり東京が，これだ

けインターナショナルな大都市になって，イン

ターネットなりコンピュータ，電気とか石油・

ガスなどの非動物性のエネルギーを使って，そ

れをコントロールする能力が秀れた人間が優秀

な人材であるとされる地域になりますと，例え

ば動物性エネルギーを鍛錬し錬磨し，それによ

って人格を養う，精神性を極め，高める，そし

てそれが調和ある人間社会をつくることにつな

がるというような観点，つまり動物性エネルギ

ーの独特な鍛錬が日本文化であるという観点は，

成り立たない。それはもう地方でしか成り立た 9
ないと思うんですね。ですから，地方で文化活

動，舞台芸術活動をやるとしたら，それはその

環境を生かして生き方から取り組むと大きな成

果があがると思います。

そうした地方での取組の中で，すばらしい天

オがいたり，大衆受けはしないけれども，ある

一面ではシャープな人が存在したりして，人間

というのは非常に多様なんだなというようなこ

とがわかるようになること，それが地方分権と

いうことと同じことなのではないかなと，私の は今後とも重要なところだと思うんです。そし

手手三芸：［呈立：：：：；1Vしヒ；：；；：；1： L :：［：菩二：；；三］ま：：：;;：口しつ：；
旨のご指摘もありましたが，そういうことも踏

まえて，これからの教育行政をどうしていくべ

きだとお考えでしょうか。

今後の教育行政の在り方

佐々木 これからの教育委員会の役割について

考えようとすると，教育長なり，教育委員なり

がまず日本の文化を全体的な目からしっかり見

佐々木初朗氏

ものをしっかりと身につけさせていくことが基

本であると思います。まず小・中学校，特に小学

校では基礎をしっかり身につけさせていくとい

うことを，大命題としてやらなければならない。

それぞれの市町村の教育委員会はこのことにつ

いてきちんと対応しなければならないと思いま

す。

しかしそれだけでは教育委員会の役割をすべ

として色々とあるでしょうし，それからスポー

ツ，そういったものも全体的に見ていく。そう

いう角度の広い，広角性を持った教育行政をや

らなければならないと思います。そのためには

教育長にはどういう人が必要か，あるいは校長

にはどういう資質を持った人が必要かというこ

とになりますが，私は従来の文部省の施策，地

教行法が定めている現行の制度は決して間違っ

ていなかったと思うんです。確かに過去には，

物足りないぞ，あるいはおかしく傾いたぞとい

う場面が色々ありました。今から振り返れば文

部省がしっかりしていなかったらば，更には地

方も，両方しっかりしていなかったらば，今ご

ろ日本の教育はどのような方向に向かっていた

かわからないという，かなり危機的な時代もあ

ったわけです。それを文部省がきちっとした方

向性を持ってやってきた。色々批判もあったよ

うですけれども，このことについてはきちんと

評価しなければならないと思います。

従って，私はこれから大事なのは，制度の問

題というよりは運用の問題だと思います。運用

の問題というと改革を避けているようですけれ

ども，そうではなくて，市町村側の受けとめ方

をきちんと見直していくということです。受け

とめる方の受けとめ方が非常に主体的ではなか

った。だからこれからの市町村の教育委員会で

は， 自分たちの教育委員会の在り方というもの

を，それぞれが教育長の立場を踏まえて， 自分

の考える行政をやっていけるような時代が早く

来てほしい，そして早くそうなるよう努力しな

ていくことが，非常に大事になってくるだろう 1 ては果たしていないのであって，これからは， ければいけないと思っています。

と思います。 社会教育，それから町づくりといいましょうか， 小川 市町村教育委員会の在り方のかかわりで，

また，私たち教育委員会としては，学校教育 文化ですね，鈴木先生が御専門の演劇をはじめ 今，特に地域社会がどういう方向に来ているか

Iし8育委員会月報 10.11
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というようなことと，市町村教育委員会の果た 村教育委員会の問題についても，ある意味では な7)ら，こ訊からは地域住民に，単に物として

のおらか村の学校ではなくて，そこでの活動自

体もおらか村の学校での活動だというように受

け止めてもらうようにしなければならないと思

うんです。

すべき役割というようなことを閃連づけて議論 都道府県教育委員会の在りようが，大きな影曹

する必要かあると思うんです。今は少子高齢化， を及ぼしてい〈のではないか。都道府県と市町

そして経済不況，過疎化ということか，多くの 村の関係の在り方というのは，地方教育行政に

市町村で起こっていまして，その中で地域社会 とってはこれからの大きな課題になってい〈と

における教育の政策的なプライオリティという 思っています。 そういう説点から，今回の中教審の答申でも，

いろいろな形で学校の場に，地域住民の参画を

得るということを提言しています。また，現在

は学校要覧などに善か九ている「当校の目糧」

はどこへ行っても大体似たようなものか書い

てありますか，そこに独自性を出して，地域の

入たちにも「我か学校はこういうふうにやる」，

そして 1年なり何年たったら「うまくいった」

0)か，かなり落ち込んでいるんです。 國分 教育委員会関係者，あるいは学校の関係

去る 6月に，時事通信社か全国の市町村長に 者にとって，今最も大事なことは，意識改革だ

対して行ったアンケート調査の結果を見たんで と思うんですね。先ほどもお話がありましたよ

すけれども，政策的プライオリティの高いもの うに，運用として，あるいは意識として，国の

は圧倒的に福祉，財政，そして不況対策で，教 指導に従う，教育委員会の指導に従うというの

育というのはわずか 5~ 6 ％で， 10何番目なん

てすよね。このように地域における教育の政

策的プライオリティが非常に低くなっていると

いう中で， どうやってプライオリティを高めな

から，厳しい経済状況の中で必要な財源を確保

して，教育。文化政策を進めていくのか。まさ

に，こうしたことにより，こうした企面力，政

策立案の能力かこ汎まで以上に問われ始めてい

るわけでして，こうした企画力，政策立案能力

をどうやって高めていくのかということか今後

の大きな課題だと思います。

そうした市町村の状況を考えると，分櫂改革

は重要ですけれども，国と都道府県が果たすべ

き役割というのは， また違った意昧で極めて重

要になってきていると思います。特に都道府県

の場合には，機関委任事務制度の廃止による，

自治事務の増大，国からの権限委設などにより，

都道府県教育委員会の植限，裁量か，これまで

以上に拡大する方向にあるのは事実だと思いま

す。このようなことから，都道府県教育委員会

の果たすべき役割ということが，改めて問われ

てくるのかなと考えております。従って，市町

I 20 
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は，教育委員会や学校のいわば体質になってい

たと思うんですね。それを変えていくためには，

それぞれの関係する人たちの意識の改革という

ことかまずなければならないと思います。

そういう意味で，市町村の教育委員会にとっ

とか「いかなかった」とか，「ここまで達成でき

た」とかという説明を行うことか菫要です。そ

してそれによって物ではなく，教育活動もおら

ては，教育委員はもちろんてすが， まず，敦育 ［ か村の学校というふうになると思いますか，そ
｛ 

長かしっかりした意誠を持って教育行政に取り ［ のためには教育関係者，教育委員会関係者，学

組んでいくことか大切で｀，そういう人村が教育 ［ 校関係者の意識改革というものが何よりも大事

長ポストに就いていることか大変大事なことだ： です。

と思います0 9 小I~[ 今の國分先生か述べられた，意織改革と

学校教育についていえば，先はど地方課長さ 号 い）ことほとても大切な問題だと思います。そ

んから自己評価というお話がありました。また ［ 札に関連して，先ほど触九た市町村教育委員会

先はど［おらが村の学校」といっても教育の内 ［ の企画力，政策立案能力に関係するのですか，

容，活動は含まれず，教育委員会にとっては建； 今後の教育委員会の在り方について述べさせて
且

物施設などのいわば物としての学校であったと ； いただきたいと思＼）ます。

いうお話かありましたけれども，住民にとって ； 戦後長い間，教育関係予算が伸ひてきた背景

は本来決してそういうものではなかったんだろ ： としては，むろん関係者の大変な御努力はあり
も

うと思うんです。ところが現状では学枝はややし ますか，それとともに，教育行政，学校教育行

もすると閉鎖的になっていて，住民か近寄りか ： 政かその対象とする子どもの数か増えていたと

たいものになっている。また，無理に内部にか ： し＼＇）ことが基本的な要因としてあるわけです。

かわろうとすると，これを学校側がシャットア ［ そ札が，御案内のように少子化の時代を迎えた。

ウトするという傾向があったわけです。しかし ｝ 一般的に言って，行政対象分野が縮小する領域

徳永 保氏

というのは，関連予算の額も滅る可能性が高い。

例えば，石炭産業の分野なんかがその典型です

よね。あるいは，予算を支出することについて

の幅広いコンセンサスを得にくくなるのてはな

いか。

このように考えると，教育の分野はまさにア

ゲインストの風が吹いているわけで，言葉は必

ずしも的確ではないかもしれませんか，いわば

一種の構造不況に陥り始めているといっても過

言てはないと思うんです。この状況をどう打開

していくかが，各教育委員会にとっての大きな

問題だと思います。もちろん私は教育関係予算

の停滞を容認しているわけではないんです。そ

の逆です。しかしながら，教育関係者の立場か

らちょっと距離を置いて考えてみますと，従来

型の発想に立つだけでは，今後教育委員会の予
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座談会

算，ひいては担当する事務・事業が大き〈伸び

ていくことは残念ながらあまり考えられない。

ではどうすべきか。その際に考えるべきこと

が，中教審の答申でも取り上げた，地域コミュ

ニティの育成や地域振興というテーマだと思い

ます。もちろん， これは仕事の減った教育委員

会の新たな仕事探しといった次元の話ではない

と理解しています。この対談の読者の方も，中

教審答申第 4章をお読みになればおわかりいた

だけると思いますが，中教審の提言は子どもを

地域全体で育てていこうという教育改革の理念

に沿って，いわばそのためのインフラストラク

チャーとしての地域コミュニティを整備充実し

ようという発想です。そのために教育委員会が

何が出来るかが問われていると思います。

地域コミュニティや地域振興というと何とな

く民生担当部局や企画開発担当部局の仕事とい

うイメージをお持ちの方も少なくないと思いま

すが，そういった従来の発想を転換し，意識を

改革することが求められているのではないでし

ょうか。地域を振興し，住みやすいふるさとを

つくるということが地方公共団体の基本使命で

しょうから，地方公共団体の執行機関の一つで

ある教育委員会も，教育，文化，スポーツに関

するノウハウを活用しながら，地域づくりのた

めに積極的に仕事をしていくことが求められる

と思います。

そして，そのことが地域の教育機能の向上や，

生涯学習や文化，スポーツの振興につながって

いく。例えば，学校開放による講座の提供も，

地域を支える人材育成という観点に立てば，地

域経済の基盤づくり，地域振興の基礎づくりと

しての役割も担っています。そうした立場から，
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経済担当部局などとも協力しながら，学校開放

講座の予算や内容の充実を図っていく。こんな

イメージです。

さらには，地域の専門的教育行政機関として，

地域の大学や短大などの高等教育機関とのネッ

トワークづくりに取り組み，公民館などでの公

開講座の充実に取り組むなどということなども

考えられると思います。

先ほども，市町村教育委員会の役割，機能が

新しい形で求められ始めていると言いましたが，

地方財政も極めて厳しい時代を迎えており，首

長の財布のひもが緩むことは当分考えられない

と思います。その時にどう教育行政の充実を図

るか，まさに教育委員会関係者の手腕が問われ

る時代に入ってきたと思います。大変な時代で

すが，地域の方々の期待にこたえた積極的な行

政運営をお願いしたいと思います。

佐々木今回，皆さん方のお話を伺って，私も

あらためて教育委員会の使命の重要性について，

思いを新たにした気がいたします。今日まで，

全国3300近くの教育委員会は懸命に教育行政充

実のため努力してきたと思います。そして，そ

の中で挙げてきた成果には極めて大きいものが

あったと確信しております。

しかしながら，学校週 5日制の完全実施，学

習指導要領の改訂の準備など色々な教育課題に

対応し，先ほども述べたような生き方のしっか

りした人間を育ててい〈ためには，今回の中教

審の答申で提言されている主体的，積極的な教

育行政展開のための制度改革や制度の運営の改

善，そして木田先生，國分先生や小川先生が触

れられた意識改革への取り組みなど総合的な対

応を行うことが必要であろうと思います。また，

• 
そうした取り組みが，鈴木先生が述べられたよ

うな地域に根付いた文化振興など，地域の方々

の期待や信頼にこたえる教育行政の展開につな

がると思います。

文部省の方でも中教審答申を踏まえて教育委

員会制度の見直しに係る法律を来年の国会に提

出するということで，現在準備中であると伺っ

ておりますが，そのような国全体を通しての制

度改正とともに，私たち教育委員会関係者も地

方教育行政の改善のため，各地域で積極的な取

り組みを進め，その責任を果たしていかなけれ

ばと思います。

徳永戦後の我が国の教育は量的にも質的にも

極めて著しい発展を遂げてまいりましたが，そ

の原動力として教育委員会及びその関係者が大

きな役割を果たしてきたことについては今さら

申し上げるまでもありません。しかしながら，

知識偏重の学力観や受験戦争の過熱化，いじめ

や不登校の問題の深刻化，家庭や地域の教育カ

の低下など教育の現状は極めて憂慮すべき状態

になっていると思います。

このような状況の中で，子どもたち一人一人

の個性を尊重し，考える力や豊かな人間性など

の生きる力を育むための教育改革の推進が求め

られておりますが，そのような改革を進めるた

めには，各地域と学校が実際にどのような取り

組みを行うかにかかっております。つまり，す

べての学校がその特色を生かして，創意工夫を

凝らした教育活動を展開するとともに，地域全

体として，子育てを支援し子どもの成長を支え

ていくような取り組みを展開することがこれか

らは重要になってまいります。

中教審の審議はこのような問題意識のもとで

これからの教育委員会に求められるものJ

行われたと理解いたしておりますが，答申にお

いては，教育委員会の役割として，このような

学校も含めた地域全体の教育への取り組みを積

極的に支援し，また，そういった地域の様々な

活動をコーディネートする機能を持つことが提

言されております。そして，教育委員会がその

ような役割を十分担い，主体的，積極的な教育

行政を展開できるようにする観点からの教育委

員会制度の見直しも提言されております。

先ほどもお話がありましたが，文部省では，

この中教審答申を踏まえた所要の法律案を来年

の通常国会に提出するのをはじめ様々な改善方

策に積極的に取り組むことといたしております。

しかしながら，現状を積極的に改革していくた

めには，制度改正とともに，佐々木教育長さん

も言われているように，各地域の教育委員会や

学校における積極的な取り組みが極めて重要で

あると考えております。教育委員会関係者をは

じめとする関係各位の一層の御理解，御協力を

お願いいたしまして，この座談会を終わりたい

と存じます。本日はありがとうございました。
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冨 昭 和23年に教育委員会法が制定され，教育

委員会が設置されて，今年で50年を迎えた。

教育委員会は，戦後の混乱期に，日本再生の

促としての教育を充実するため，地域における

教育行政を担う行政機関として発足した。昭和

31年には，「地方教育行政の組繊及び運営に関す

る法律」斜制定され，現行の教育委員会制度が

確立された。

教育委員会制度は，その発足以来，我が国の

教育の発展の一翼を担うものとして重要な役割

を果たし，関係者の努力により，現在の発畏を

みている。

圏平成10年 9月21日に，中央教育審醗会より

答申「今後の地方教育行政の在り方」が提出さ

れた。

答申では，「現在，心の教育の充実，個性を伸

ばし多様な選択ができる学校制度の実現などの

視点から教育改革叩進められているが，教育改

革の成否は，各学校と各地域が教育改革の理念

と目標を踏まえて，実際にどのような取組を行

うかにかかっている。すなわち，すべての学校

がその特色を生かして，創意工夫を凝らした教

育活動を展開するとともに，地域全体として，

子育てを支援し子どもの成長を支えていくよう

な取組を展開することが不可欠である。」と述べ

られており，教育委員会の果たすべき役割はま

すます重要になっている c

噂本号は，教育委員会制度50周年記念号とし

て，「今後の地方教育行政の在り方」を特集し，

座談会，論文，提言を掲載している。

「これからの教育委員会に求められるもの」

と題した座談会には，小川正人氏，木田宏氏，

國分正明氏，佐々木初朗氏，鈴木忠志氏に参加

していただき，教育委員会の地域へのかかわり，

教育委員会の新しい役割，地域における文化の

振興といった観点から御意見をいただいている

のでお読みいただきたい。

諭文は，中央教育審識会の地方教育行政小委

員会座長をされた河野重男東京家政学院大学長

に御執筆いただいた。「今後の地方教育行政の在

り方について」と題されたこの論文では「中央

教育審議会答申について，期待されることを一

言にして言えば『答申は実現されるのみ』であ

る。」として，実現への強い期待と要望を述べら

れている。

提言は，今村武俊氏，永井順園氏，市川正氏，

伊藤義夫氏，天笠茂氏，山本恒夫氏にそれぞれ

の立場から御執筆いただいているので，お読み

いただきたい。

座談会に御出席いただいた皆様，御執筆いた

だいた皆様に厚くお礼を申し上げます。

闘本号では，ほかに，中央教育審朦会答申「今

後の地方教育行政の在り方」とその解説，解説

「教育委員会制度50年の歩みーその成立と定着

ー」，年表「教育委員会制度50年の歩み」を掲載

している。
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